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はじめに 

 

原子力発電は、我が国のエネルギー供給の中核として位置づけられており、

それを揺るぎないものにしていくためには、核燃料サイクルの確立が肝要であ

る。そのために残された大きな課題が放射性廃棄物処理処分の円滑な実施であ

る。 

当センターは、設立以来、原子力発電及び核燃料サイクル事業に伴って発生

する低レベル放射性廃棄物から高レベル放射性廃棄物まで全ての放射性廃棄物

の処理処分を対象とする我が国唯一の放射性廃棄物に特化した中立の調査研究

機関として活動を行っている。 

また、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」及び「原子力発電にお

ける使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」に

基づき、国の指定を受け、高レベル放射性廃棄物及びTRU廃棄物（地層処分対

象）の最終処分積立金の管理業務並びに再処理等積立金の管理業務を行ってい

る。 

以上のように当センターは、調査研究と資金管理を二本の柱として、原子力

利用の環境を整備することによって、我が国のエネルギー確保に寄与してきた。 

平成２２年２月１日には、これらの事業の公益性が認められ、公益法人改革

関連三法に基づき、内閣総理大臣の認定を受けて、「公益財団法人」に移行し

た。 

平成２２年度においても、引き続き、調査研究等事業と資金管理業務につい

て、公益目的に沿った活動を行う。
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調査-1 
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調査-2 

 当センターは、昭和５１年の設立以来、原子力発電及び核燃料サイクル

事業に伴って発生する放射性廃棄物の安全かつ合理的な処理処分のために

各種技術の開発、データ・情報の収集・整備、実証試験などの調査・研究

・開発（以下「調査研究」という。）を実施するとともに、これらの成果

等の普及を行ってきた。  

 平成２２年度においても、これまでの実績を踏まえ、放射性廃棄物の管

理処分、地層処分及びそれらに共通の課題について調査研究を進める。特

に、放射性核種濃度の比較的高い低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分、

高レベル放射性廃棄物及びＴＲＵ廃棄物の地層処分に向けた調査研究に積

極的に取り組む。併せて、調査研究能力を活用した放射性廃棄物処分への

理解促進、研究成果・情報の発信・提供等による放射性廃棄物処理処分の

技術基盤強化に貢献する。  

 これらの実施に当たっては、従来どおり学識経験者等専門家からなる委

員会に諮って意見を求めるほか、国内外の実施主体、研究機関等と密接に

連携し、協調を図る。 

 本年度に実施する調査研究等は以下のとおりであるが、積極的に応札活

動を展開することを前提に入札に係る案件も織り込んでいる。 

 

    



 

調査-3 

１１１１．．．．放射性廃棄物の管理処分に関する調査研究放射性廃棄物の管理処分に関する調査研究放射性廃棄物の管理処分に関する調査研究放射性廃棄物の管理処分に関する調査研究    

低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分、浅地中処分に向けた技術確

証、規格整備等に関する調査研究を行う。 

 

(1)(1)(1)(1) 放射性核種濃度の比較的高い放射性核種濃度の比較的高い放射性核種濃度の比較的高い放射性核種濃度の比較的高い低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分低レベル放射性廃棄物の余裕深度処分

に向けたに向けたに向けたに向けた確証試験確証試験確証試験確証試験    

放射性核種濃度の比較的高い低レベル放射性廃棄物の安全かつ合

理的な余裕深度処分の実施のため、地下空洞型処分施設を対象とし、

実規模での人工バリア施工技術の確証を行う。  

(2(2(2(2) ) ) ) ウラン廃棄物処分にウラン廃棄物処分にウラン廃棄物処分にウラン廃棄物処分に向けた向けた向けた向けた調査調査調査調査研究研究研究研究    

ウラン廃棄物の特徴を考慮したクリアランスのための処理、検認

を含む合理的な処分等に資する調査研究を行う。  

(3(3(3(3))))    低レベル放射性廃棄物処分に係る規格整備に向けた低レベル放射性廃棄物処分に係る規格整備に向けた低レベル放射性廃棄物処分に係る規格整備に向けた低レベル放射性廃棄物処分に係る規格整備に向けた調査調査調査調査研究研究研究研究    

廃棄体の製作・検査方法等の合理的な規格整備に資する調査研究

を行う。  

    

２．放射性廃棄物の地層処分に関する調査研究２．放射性廃棄物の地層処分に関する調査研究２．放射性廃棄物の地層処分に関する調査研究２．放射性廃棄物の地層処分に関する調査研究    

高レベル放射性廃棄物及びＴＲＵ廃棄物の地層処分技術の信頼性と

安全性の一層の向上を目指し、人工バリアの製作・施工等の工学技術、

長期安全性に係る評価技術、炭素１４・ヨウ素１２９を含む廃棄物の処

理技術の高度化開発等に重点をおいた調査研究を行う。  

 

(1)(1)(1)(1)    高レベル放射性廃棄物の地層処分に向けた高レベル放射性廃棄物の地層処分に向けた高レベル放射性廃棄物の地層処分に向けた高レベル放射性廃棄物の地層処分に向けた調査調査調査調査研究研究研究研究    

① 工学技術については、高レベル放射性廃棄物ガラス固化体のオー

バーパックの遠隔溶接検査技術、人工バリアの遠隔搬送・定置技術



 

調査-4 

等に関する調査研究を行い、技術メニューの整備を進めるとともに、

オーバーパック溶接部の長期健全性、緩衝材の膨潤挙動等に関する

調査研究を行う。  

② 社会ニーズ等に対応する周辺技術については、モニタリングシス

テム、記録保存等に関する調査研究を行う。  

(2)(2)(2)(2)    ＴＲＵ廃棄物の地層処分に向けたＴＲＵ廃棄物の地層処分に向けたＴＲＵ廃棄物の地層処分に向けたＴＲＵ廃棄物の地層処分に向けた調査調査調査調査研究研究研究研究    

① 長半減期放射性核種（炭素１４・ヨウ素１２９）への対策を図る

ため、放射化金属廃棄物からの炭素１４の放出挙動の調査及び長期

閉じ込め技術の開発並びにヨウ素の固定化処理技術の開発を行う。  

② 性能評価技術の高度化を図るため、人工バリア材料（ベントナイ

ト系材料・セメント系材料）の長期変遷評価を行うとともに、人工

バリア中のガス移行挙動の評価を行う。  

 

３．放射性廃棄物全般に共通する調査研究３．放射性廃棄物全般に共通する調査研究３．放射性廃棄物全般に共通する調査研究３．放射性廃棄物全般に共通する調査研究    

 

(1)(1)(1)(1)    放射性廃棄物処分に関する情報の整備放射性廃棄物処分に関する情報の整備放射性廃棄物処分に関する情報の整備放射性廃棄物処分に関する情報の整備    

海外の関係機関との情報交換、協力等を通じて、諸外国の放射性

廃棄物処分に関する処分地選定、制度整備、資金確保、安全規制・基

準、研究開発状況等の最新情報を収集・整備するとともに、情報提供

等を行う。  

    (2) (2) (2) (2) 重要基礎技術に関する重要基礎技術に関する重要基礎技術に関する重要基礎技術に関する調査調査調査調査研究研究研究研究    

放射性廃棄物処分に係る基礎的な研究、長期間を要する研究等の

テーマを抽出し、大学等の研究者によって研究を行う。併せて、ナチ

ュラルアナログ（天然の類似現象）の活用についての調査研究等を行

う。  



 

調査-5 

    

４．成果等の普及４．成果等の普及４．成果等の普及４．成果等の普及    

 

当センターの調査研究能力を活用した放射性廃棄物処分への国民の理

解促進、放射性廃棄物処分の技術基盤強化に貢献する成果・情報の発信・

提供等を行う。  

    

    (1)(1)(1)(1)    放射性廃棄物処分への理解促進放射性廃棄物処分への理解促進放射性廃棄物処分への理解促進放射性廃棄物処分への理解促進    

国民全般の放射性廃棄物処分への理解促進のため、地層処分概念

とその工学的実現性などを実感・体感できる実規模の試験設備の製作

を行うとともに、展示・公開する。  

    (2)(2)(2)(2)    論文発表等論文発表等論文発表等論文発表等による成果の普及による成果の普及による成果の普及による成果の普及    

論文発表等で調査研究成果を普及するとともに、活動状況をまと

めた原環センター技術年報等を刊行する。 

    (3)(3)(3)(3)    研究発表会、研究発表会、研究発表会、研究発表会、講演会・セミナー等講演会・セミナー等講演会・セミナー等講演会・セミナー等による情報提供等による情報提供等による情報提供等による情報提供等    

研究発表会、講演会・セミナー等を開催し、放射性廃棄物処分等

に関する情報提供及び知識・技術の普及を行う。  

    (4)(4)(4)(4)    ホームページホームページホームページホームページ、情報冊子等、情報冊子等、情報冊子等、情報冊子等による情報発信による情報発信による情報発信による情報発信    

上記による成果・情報提供と併せて、ホームページ、情報冊子等

による放射性廃棄物に関する情報の発信を行う。



 

  

 

 

 

２．高レベル放射性廃棄物等の最終処分及び

再処理等事業の確実な実施に係る支援

業務 

（最終処分事業等支援業務に関する 

事業計画書：公益目的事業 Ⅱ） 

 

 



 

 最終処分-1 

 

 

 

平成２２年度 

最終処分資金管理業務に関する事業計画書 

 

 

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター    

 



 

 最終処分-2 

 平成１２年１１月１日に「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」

（以下「最終処分法」という。）第５８条第２項の規定による指定法人に

指定され、最終処分法第７５条第１項に規定する最終処分資金管理業務を

開始して以来、本年度で１１年目を迎えることとなった。  

 

【第一種最終処分積立金＊注１】 

  平成２１年度においては、原子力発電環境整備機構（以下「原環機構」

という。）から平成２１年３月に平成２０年度の積立金（約６９０億円）

を受け入れて、最終処分資金管理業務規程に基づき管理・運用を行い、ほ

ぼ計画通り達成できる見通しとなった。平成２１年度末運用残高は平成２

２年３月受入予定の平成２１年度積立金約８３３億円を含め約７，３９３

億円※注２と見込まれる。  

  平成２２年度においては、平成２１年度積立金及び本年度に積み立てら

れる平成２２年度積立金（約８３７億円）、償還金（約６３１億円）を安

全かつ確実に運用すべく、的確な業務管理に努めるとともに、原環機構に

よる積立金の取戻し（約８７億円）を円滑に行うこととする。これにより、

平成２２年度末運用残高は約８，２４５億円※注２と見込まれる。  

また、原環機構の平成２１年度の積立金の取戻し（約４３億円）に関

して支出確認の業務を適切に行うこととする。  

 

【第二種最終処分積立金＊注１】 

  平成２１年度においては、原環機構から平成２１年３月に平成２０年度

の積立金（約５９億円）を受け入れて、最終処分資金管理業務規程に基づ

き管理・運用を行い、ほぼ計画通り達成できる見通しとなった。平成２１

年度末運用残高は平成２２年３月受入予定の平成２１年度積立金約５１億

円を含め約１３６億円※注２と見込まれる。 

  平成２２年度においては、平成２１年度積立金及び本年度に積み立てら

れる平成２２年度積立金（約５１億円）を安全かつ確実に運用すべく、的



 

 最終処分-3 

確な業務管理に努めるとともに、原環機構による積立金の取戻し（約２７

億円）を円滑に行うこととする。これにより、平成２２年度末運用残高は

約１６１億円※注２と見込まれる。  

また、原環機構の平成２１年度の積立金の取戻し（約１２億円）に関

して支出確認の業務を適切に行うこととする。  

 

 これらの業務の遂行については、「資金管理業務に関する情報公開規程」

に基づいて、最終処分積立金の管理に関して適切な情報開示に努めるとと

もに、「資金管理業務に関する倫理規程」に基づき最終処分資金管理業務

に携わる役職員の倫理の保持にも注意を払うほか、内部の業務管理体制に

ついても相互に牽制を保持していくなど厳正管理に努める。  

 

 

※注1 第一種最終処分積立金は、最終処分法第１１条第１項の拠出金に係る最終処
分積立金を指す。また、第二種最終処分積立金は、最終処分法第１１条の２
第１項の拠出金に係る最終処分積立金を指す。  

 

※注 2 運用残高は未収利息を含む。  

 



 

 最終処分-4 

１．最終処分積立金の的確な管理・運用１．最終処分積立金の的確な管理・運用１．最終処分積立金の的確な管理・運用１．最終処分積立金の的確な管理・運用    

  

最終処分資金管理業務規程及び同規程に基づき設置されている最終処

分積立金運用委員会の意見を踏まえ、第一種最終処分積立金及び第二種最

終処分積立金を安全かつ確実に運用すべく、的確な業務管理に努める。  

第一種最終処分積立金については、平成２１年度と同様に長期的な運用

の基本方針である「長期的に安全確実性を重視した運用、割引率を目標と

した運用収益の確保及び市場への影響に配慮」に沿って、的確な運用に努

めるとともに、保有する事業債及び地方債について発行体の財務分析を行

うなど、債券の信用リスクに対応した管理・運用に努めることとする。  

第二種最終処分積立金については、第一種最終処分積立金と同様の運用

基本方針を踏まえつつも、中長期的なキャッシュ・フローを考慮し、将来

の積立金取戻しに備えた手元流動性の確保及び運用収益の確保の双方に配

慮した債券運用を行うこととする。  

 

２．最終処分積立金の支２．最終処分積立金の支２．最終処分積立金の支２．最終処分積立金の支出確認及び取戻しへの対応出確認及び取戻しへの対応出確認及び取戻しへの対応出確認及び取戻しへの対応    

 

平成２１年度の原環機構の最終処分積立金の取戻しは、第一種最終処分

積立金が約４３億円、第二種最終処分積立金が約１２億円となっており、

それぞれ取り戻された額に相当する金額が、最終処分業務の実施に必要な

費用に適切に支出されたか否かの確認を厳正に行う。  

また、平成２２年度の原環機構の必要支出額に係る第一種最終処分積立

金の取戻し（約８７億円）及び第二種最終処分積立金の取戻し（約２７億

円）に関し、適切に対応する。  



 

 再処理等-1 

 

 

 

平成２２年度 

再処理等資金管理業務に関する事業計画書 

 

 

平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター    



 

 再処理等-2 

 平成１７年１０月１１日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等

のための積立金の積立て及び管理に関する法律」第１０条第１項の規定に

よる資金管理法人の指定を受け、同条第２項に規定する再処理等資金管理

業務を開始して以来、本年度で６年目を迎えることとなった。 

 平成２１年度においては、特定実用発電用原子炉設置者（以下「原子炉

設置者」という。）から使用済燃料再処理等積立金（以下「再処理等積立

金」という。）を、一部、原子炉設置者の積立金の減額はあったものの、

平 成 ２ ２ 年 ３ 月 受 入 予 定 分 を 含 め ４ 回 に 分 割 し て 受 け 入 れ て

（５，７８８億円）、再処理等資金管理業務規程に基づき管理・運用を行

い、ほぼ計画通り達成できる見込みとなった。平成２１年度末運用残高は

約２兆１，４４３億円と見込まれる。  

 平成２２年度においては、原子炉設置者から積み立てられた平成２１年

度再処理等積立金及び本年度に積み立てられる平成２２年度再処理等積立

金（約５，８３７億円）を加え、安全かつ確実に運用すべく、的確な業務

管理に努めることとする。また、原子炉設置者への再処理等積立金の取戻

し（約３，０９４億円）を円滑に行うこととする。これにより平成２２年

度末運用残高は約２兆４，１８６億円と見込まれる。  

また、原子炉設置者の平成２１年度の再処理等積立金の取戻し

 （約２，７３３億円）に関して支出確認の業務を適切に行うこととする。 

 これらの業務の遂行については、「資金管理業務に関する情報公開規程」

に基づいて、再処理等積立金の管理に関して適切な情報開示に努めるとと

もに、「資金管理業務に関する倫理規程」に基づき再処理等資金管理業務

に携わる役職員の倫理の保持にも注意を払うほか、内部の業務管理体制に

ついても相互に牽制を保持していくなど厳正管理に努める。  

 



 

 再処理等-3 

１．再処理等積立金の的確な管理・運用１．再処理等積立金の的確な管理・運用１．再処理等積立金の的確な管理・運用１．再処理等積立金の的確な管理・運用    

  

再処理等資金管理業務規程及び同規程に基づき設置されている再処理

等積立金運用委員会の意見を踏まえ、原子炉設置者からの再処理等積立金

を安全確実に運用すべく、的確な業務管理に努める。  

平成２２年度においては、再処理等積立金の運用基本原則である「①元

本確保を前提とした安全確実な運用、②運用利回りの確保、③市場への影

響が生じないよう配慮した運用、④各社ごとに平等な取扱い、⑤運用・管

理コスト面に配慮した運用」の５点に沿って、的確な運用に努めるととも

に、国債を中心とする運用資産につき、安全かつ確実な管理・運用を行う

こととする。  

 

２．再処理等積立金の支出確認及び取戻しへの対応２．再処理等積立金の支出確認及び取戻しへの対応２．再処理等積立金の支出確認及び取戻しへの対応２．再処理等積立金の支出確認及び取戻しへの対応    

 

平成２１年度の再処理等積立金の取戻しに関して、取り戻された再処理

等積立金の額に相当する金額（約２，７３３億円）が確実に再処理等に要

する費用に支出されたか否かの確認を厳正に行う。  

また、原子炉設置者からの請求書に基づき行う平成２２年度の再処理等

積立金の取戻し（約３，０９４億円）に関し、適切に対応する。  

 

３．利息の払渡し３．利息の払渡し３．利息の払渡し３．利息の払渡し    

 

再処理等積立金の運用から得た利息については、再処理等資金管理業務

規程第１２条及び再処理等資金管理業務実施細目第６条に基づき、適切に

原子炉設置者に払い渡す。  


